
 

色覚検査で所見が認められた方へ 

今回、色覚検査で所見が認められましたので、さらに詳しい検査を、下記専門の医療機関にてお受け

いただくことをお勧めします。 

（市内医療機関） 

 

※ 持参するもの  健康保険証…保険診療になります 

 

■色覚で所見ありとされたら 

 今回実施しました色覚検査表は、健康診断の際などのスクリーニングに広く用いられていますが、こ

れらの表のみでは、色覚になんらかの所見があるらしいことは判定できても、確定診断まではできませ

ん。疑わしい場合は、さらに詳しい検査が必要になります。 

 色覚異常がある場合、色を感じる仕組みが異なり、明るさや鮮やかさが変わると他の人と違っ

た色の見え方をするという特質をもっています。                      

色覚異常の程度は一人一人異なり、日常生活にはほとんど支障のない方が大部分であるともいわ

れています。しかし、教材などに見分けにくい色の組み合わせがみられる可能性もあります。ま

た小学校低学年では色を使った学習が多いため、板書するチョークの色の配慮などが必要になる

こともあります。                                              

 

■進学と就職について 

  現在では、進学時に色覚について問われることはほとんどなくなっていますが、どんな色がみえにく

いかを自覚し、色の誤りをしないよう、対策を講じておくことがとても大切です。 

 

                                                                                                                           

（問合せ先）別府市健康推進課 

℡ ２１－１１１７ 

医療機関名 住所 電話 

岡田眼科医院 別府市楠町１－３２ ２５－１０１０ 

北浜眼科クリニック 別府市北浜１－１３－１１ ２２－５５６０ 

木下医院 別府市上田の湯町１－７ ２４－１８４９ 

高木眼科医院 別府市駅前町５－５ ２３－１２３０ 

右田眼科 別府市石垣西７－８－１９ ２１－９１１１ 

みなと眼科クリニック 別府市船小路町５－２０ ２２－２２７０ 

新別府病院 別府市鶴見３８９８ ２２－０３９１ 


